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ま え が き 
 
 本基準は、工事監督業務に携わる局職員の行動基準を示したものであり、昭和４７年４月に制定

されている。 
 過去の改定では、時代背景を鑑み、下記の内容について計４回の改定を行ってきている。 
  第１回改定（昭和５５年 ９月） 
   ○ 請負者の自主的施工を取り入れることによる責任の明確化。 
   ○ 住民対応及び工事の安全管理についての明記 
  第２回改定（平成 ５年 ４月） 
   ○ 建築・設備工事を含む全工事を対象とした記載への修正 
   ○ 法令関係 
   ○ 規定及び要綱等の改正に伴う内容の整合化 
  第３回改定（平成１０年 ４月） 
   ○ 指示・承諾・通知等の監督行為における書面の徹底 
   ○ 監督員と請負者の権限と責任の明確化 
   ○ 一工事複数監督体制 
  第４回改定（平成１６年 ４月） 
   ○ 監督業務におけるポイントの明確化 
 このたびは、CORINS 登録や工事カルテ作成についての説明を追加するなど、監督員が行う業務

内容についての充実を図るとともに、監督員と請負者の役割をさらに明確化し、監督業務経験の浅

い局職員に対しても本基準が理解しやすいよう、全体を見直した。 
 工事監督業務に携わる際は、この基準を必ず熟読し、現場における円滑な工事施行の確保に努め

られたい。 
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第１章  総則 
 

第１節  目的及び適用範囲 
 
１．１．１ 目的 
 この基準は、東京都工事施行規程（以下「規程」という。）第１７条の規定（監督基準）に基づき、

建設局が施行する工事の監督について必要な事項を定めることにより、工事の円滑な施行を図るこ

とを目的とする。 
 
１．１．２ 適用範囲 
この基準は、建設局が施行する請負工事の監督について適用するほか、直営工事、設計等の委託

の監督について準用する。 
 
 
 

第２節  監督の方法 
 
１．２．１ 監督員の定義と職務 
 １．監督員とは、規程第２条第７号に規定する職員（工事の監督を命ぜられた職員）をいう。 
２．監督員は、監督業務を行うに当たっては、東京都組織規程第１６条（課長等の職責）、第１７

条（係長等の職責）及び第１８条（その他の職員の職責）、建設事務所処務規程第６条（職員の

職責）等の内部規則の定めるところにより職務を執行しなければならない。 
 
１．２．２ 監督員の構成 
監督員は、工事の適正な執行を確保するため、総括監督員、主任監督員、担当監督員で構成され

る。また、必要に応じて兼任できるものとする。 
 
１．２．３ 監督の方法 
監督の方法は、審査、承諾、協議、確認、把握、立会、通知、指示等による。 

 
１．２．４ 指示書・改善指示書・改善命令書 
監督員が請負者に対し指示・改善指示・改善命令を行う場合は、原則的に指示書・改善指示書・

改善命令書を用いるものとする。 
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第３節  一般事項 
 
１．３．１ 基本的心構え 
監督員は、公務員としての自覚をもって次に掲げる事項に留意し、厳正に工事の監督に努めなけ

ればならない。 
（１）工事目的及び内容の把握 
（２）関係法令等の遵守 
（３）工事の進ちょく状況の把握 
（４）請負者への指示事項等の処理 
（５）安全の確保 
（６）緊急時にとるべき措置 
（７）地元住民との協調 
 
１．３．２ 書類の整備及び処理 
監督員は、工事の進ちょくにともない、請負者から提出された記録又は報告書等の内容を調査検

討したうえで整理し、必要に応じて書類を作成しなければならない。 
 
１．３．３ 監督員の交代 
監督員が交代するときは、必要事項を明示した文書等を後任者に引継がなければならない。  
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第２章 準備期間中の監督業務 
 

第 1 節 一般事項 
 
２．１．１ 工事内容の把握 
監督員は、工事施工に先立ち契約図書の細目について、設計者との打合せや現地踏査を実施し、

十分に内容を把握しなければならない。 

 
 
 

第２節  監督態勢の整備 
 
２．２．１  現場代理人及び主任技術者等通知書の処理 
監督員は、請負者から現場代理人及び主任技術者等通知書を受け、資格要件、実務経験及びその

他の内容を審査しなければならない。 
 
２．２．２  工事施工前の打合せ 
監督員は、工事施工に先立ち請負者と打合せを行い、工事全般にわたる説明、注意及び指示をし

て、意見の調整をしておかなければならない。 
 
２．２．３ 契約図書と現場の照合 
  監督員は、工事施工に先立ち、現地に設置されている測量標等を請負者に示し、契約図書と現況

について照合させなければならない。 
 
２．２．４  施工計画書の受理 
監督員は、工事施工に先立ち請負者から施工計画書の提出を受け、内容を把握しなければならな

い。 
 
２．２．５ 下請負届、施工体系図及び施工体制台帳 
１．監督員は、当該工事において下請負が行われる場合は、下請負届により内容を把握する。 
２．監督員は、施工体系図が工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示されているか確認をする

とともに、適切な場所に掲示されていない場合は、改善を指示する。 
３．監督員は、当該工事が施工体制台帳作成義務工事である場合、同台帳の写しの提出を受け、

確認を行う。また、同台帳が工事現場に保管されていない場合は、保管について指示する。 
  

２．２．６  各種承諾事項の処理 
  監督員は、工事施工に先立ち、請負者から工事記録写真撮影計画書、材料の配合報告書等の承諾

申請書及び技能士の名簿等の提出を受け、内容を審査したうえで所定の手続きをとらなければなら

ない。 
 

- 3 - 



２．２．７  工事のＰＲ 
  監督員は、工事の施工に先立ち、請負者とともに工事の概要を地元住民に知らせるとともに、工

事への協力を求めるものとする。 
 
２．２．８  仮水準点及び丁張（やり形）の設置 
  監督員は、仮水準点と丁張（やり形）の設置位置及び設置方法が適切に行われていることを確認

するものとする。 
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第３章 施工時の監督業務 
 

第１節  一般事項 
 
３．１．１  施工状況の把握 
監督員は、請負者の報告並びに監督員自らの立会い等により施工状況を把握し、工事の適正な施

行を確保しなければならない。 

 
３．１．２ 施工体制の把握 

 監督員は、現場における施工体制を把握し、建設業法違反等を未然に防ぐとともに、不適切な施

工体制を発見した場合、是正を指示し、上司に報告しなければならない。 

 また、建設業許可部局への通知が必要な場合は、資料を作成する。 

 

３．１．３  地元住民への配慮 
１．監督員は、工事の施工により地元住民が受ける影響の把握に努め、必要に応じ、その影響を

軽減させる対応策の検討を請負者に指示しなければならない。 

２．監督員は、地元住民等から苦情、要望等があった場合は、その意向を十分理解し、適切な処

置を講じなければならない。また、苦情等の内容と対応策について上司に報告しなければなら

ない。 

３．監督員は、地元住民との約束事項等を請負者に指示するとともに、その履行状況を確認しな

ければならない。 

   

３．１．４  関連工事との調整 
監督員は、第三者の施工する工事が担当工事区域と重複又は隣接する場合において、その関連工

事の内容及び工程等を明確に把握し、工事の遂行上支障のないように配慮しなければならない。 
 

３．１．５  発生材及び支給材の取扱い 
１．監督員は、工事の施工により生じた現場発生材については、数量を確認し指定箇所へ運搬、 

整理させなければならない。 
２．監督員は、請負者から支給材の請求があったときは契約図書と相違のないことを確認し、支  
給場所から運搬させるとともに、適切に管理させなければならない。 

 
３．１．６  埋蔵文化財の取扱い 
監督員は、工事の施工に当たり、請負者から文化財と思われるものを発見した旨の報告を受けた

ときは、その形態を損傷しないよう請負者に指示するとともに、上司に報告するものとする。 
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第２節  施工管理 

 

３．２．１  関係官公署等との協議事項の確認と遵守 

監督員は、遵守すべき警察署その他関係官公署等との協議事項について、施工中を通じその履行

について確認するとともに、請負者に遵守させなければならない。 
 

３．２．２  出来形管理 

１．監督員は、工事の進ちょくにともない、請負者の提出する出来形図、測定結果表及び工事記

録写真等の資料により出来形を管理しなければならない。 
２．監督員は、１．による管理のほか契約図書等に定めのある事項及び特に必要と判断した事項

については、請負者と立会いのうえ確認をしなければならない。 
３．監督員は、出来形が契約図書等を満足しないと認められるときは、直ちにその是正を請負者

に指示しなければならない。 
 

３．２．３  品質管理 

監督員は、請負者に施工中絶えず良好な品質管理を行わせるものとし、試験成績表等により確認

しなければならない。 
 

３．２．４  工程管理 

１．監督員は、請負者からの履行報告書又は実施工程表等に基づき工程を把握し、必要に応じて

工程促進の指示を行わなければならない。 

２．監督員は、定期的に進ちょく状況を把握し、工事主管課長に報告するものとする。 
 

３．２．５ 記録簿冊等の保管 
 監督員は、工事の進ちょくに伴い必要書類等をまとめた記録簿冊等を整理し、定められた場所に

保管しておかなければならない。 
 
３．２．６ 工事速報の提出 
 監督員は、工事の施工途中に請負者の施工能力、施工体制、誠意等について問題がある場合にお

いて、適宜工事速報を工事主管課長に提出するものとする。 
 
 
 

第３節    安全管理 

 

３．３．１  安全対策の徹底 

 監督員は、工事施工中、公衆に及ぼす災害及び工事従事者の事故を防止するための安全対策の徹

底を請負者に指示し、工事の施工にともなう事故の防止に努めなければならない。 
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３．３．２  地下埋設物等の対策 

１．監督員は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、請負者に対して当該物件

の位置、深さ等を調査するよう指示する。 

２．監督員は、請負者から占用物件について異常と思われる事態等の報告を受けた場合は、直ち  

にこれに係る工事の中断を指示するとともに、占用物件の所有者に立会いを求めなければなら

ない。       

３．監督員は、地下埋設物の確認、点検及び埋設物に近接してくい打ち等を行う場合は、その所

有者の立会いを求めるよう請負者に指示するものとする。 

 

３．３．３  現場の整理整頓 

監督員は、工事に必要な機械器具、材料等が交通及び保安上の障害とならないよう、工事現場内

を常に整理整頓しておくことを指示しなければならない。  
 
 
 

第４節  工事変更等 
 
３．４．１  条件変更が生じた場合の措置 
  監督員は、工事の施工にあたり、請負者から条件変更等の確認請求を受けたとき又は自ら条件変

更等を発見したときは、請負者立会いの上、直ちに調査したうえで上司に報告し、その取扱いにつ

いて指示を受け、必要な措置を講じなければならない。 

 
３．４．２  工事変更設計図書等の作成 
監督員は、工事主管課長から条件変更等のため契約内容の変更の指示を受けたときは、現況報告

書又は変更設計図書を速やかに作成しなければならない。 

 
３．４．３  工事の中止・解除等の措置 
監督員は、工事を継続しがたい状況が生じたときは、速やかにその旨を上司に報告し指示を受け

なければならない。 
 なお、その状況が解消した場合についても同様とする。 
 
 
 

第５節 工事に係わる検査 
 
３．５．１ 材料検査 
監督員は、使用材料について、「建設局材料検査実施基準」に従い、材料検査を実施しなければな

らない。 
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３．５．２ 工事検査（材料検査を除く） 
監督員は、請負者から検査請求書が提出されたときは、工事の検査区分に従い内容を審査のうえ、

速やかに所定の手続きをとらなければならない。 
 
 
 

第６節  事故に対する措置 
 
３．６．１  緊急態勢の周知 
 監督員は、緊急時における態勢が工事従事者全員に周知されるよう請負者に指示しなければなら

ない。 
 
３．６．２  事故発生時の措置 
監督員は、工事現場における事故の発生を知ったときは、直ちに可能な限り状況を把握し、危害

の拡大防止等の応急措置を請負者に指示するとともに、上司及び必要に応じ関係官公署等に緊急連

絡しなければならない。 
 
３．６．３  人身事故 
監督員は、工事現場における人身事故の発生を知ったときは前項の措置のほか、傷害の程度等を

可能な限り調査しなければならない。 
 
３．６．４  第三者に及ぼした損害 
  監督員は、工事の施工により家屋の損傷等第三者に損害を及ぼしたとき、又は損傷を受けたとの

申し出があったときは、請負者とともに遅滞なくその事実を確認したうえで、工事主管課長に報告

し応急措置等の取扱いについて指示を受けるものとする。 
 
３．６．５  事故報告 
  監督員は、事故が発生した場合、速やかに事故報告書を提出するよう請負者に指示するとともに、

提出された報告書の内容を確認しなければならない。内容の確認後、直ちに所定の様式により建設

工事関係事故調査書を作成し、工事主管課長に提出しなければならない。 

- 8 - 



第４章  施工後の措置 
 

第１節  工事の完了後の事務処理 
 
４．１．１  しゅん功図書の受理 
 監督員は、工事の完了後、速やかに仕様書等に基づくしゅん功図書の提出を請負者に指示し、提

出を受けたときはその内容を確認しなければならない。 
 
４．１．２  工事成績評定 
  監督員は、工事の完了後すみやかに工事成績評定を行い、工事主管課長に提出しなければならな

い。 
 
４．１．３  書類の整理 
  監督員は、工事の完了後、請負者から提出を受けた資料等を整理しておかなければならない。 
 
 
 
附則 
施行期日 
 この基準は、平成２０年４月１日から適用する。 
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